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新
会
長
に
な
り
ま
し
た
鶴
田
恵
子
で
す

昨
年

１
２
月
よ
り
楡
木
校
区
民
児
協

の
会
長

に

な
り
ま
し
た
。

前
西
山
会
長
に
引
き
続
き

「地
域
の
皆
さ
ん
の

身
近
な
相
談
相
手
」
と
し
て
民
生
委
員
・児
童

委
員
８
名
（３
名
欠
員
）
と
主
任
児
童
委
員
２
名

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

＊

新
委
員
の
委
嘱
（４
月
１
５
日
付
）

２
町
内
　
山
下
佐
江
子
さ
ん
が
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

全
国

一
斉
に
、
５
月
１
２
日
を

「民
生

委
員

・
児
童
委
員
の
日
」
と
し
、
５
月
―

２
日
か
ら
１
８
日
ま
で
の
―
週
間
を
民
生

委
員

・
児
童
委
員
の
活
動
を
地
域
の
み
な

さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の

「活
動

強
化
週
間
」
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
に
楡
木
民
生
委
員
児
童
委
員

協
議
会
は
、
　

５
月
１
３
日

（水
）
、
児

童
の
登
校
時
に
楡
木
小
学
校
校
門
な
ど
の

通
学
路
に
お
い
て
、

「あ
い
さ
つ
運
動
」

を
行
い
ま
す
。

地
域
住
民
の
皆
さ
ま
も

「お
は
よ
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
声
か
け
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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主
任
児
童
委
員
コ
ー
ナ
…

主
任
児
童
委
員

っ
て
何
を
し
て
る
人
な
の
？

お
そ
ら
く
ご
存
じ
な
い
方
も
多

い
と
思

い
ま
す
。

簡
単
に
言
え
ば
、
地
域
の
子
育
て
支
援
に
特
化
し
た

民
生
委
員

。
児
童
委
員

『
地
域

の
世
話
焼
き
お
ば
ち

ゃ
ん
』
で
す
。

校
区
に
２
名
お
り
、
出
産
直
後
～
小
中
高
生
ま
で
を

対
象
に
、
こ
ど
も
の
成
長
発
達

・
悩
み
ご
と

・
困
り

ご
と
の
あ
る
ご
家
庭
と
専
門
機
関
を

つ
な
ぐ
役
割
を

し
て
い
ま
す
。

毎
月
第
４
木
曜
日
に
、
乳
幼
児
と
そ
の
親
が
楽
し
く

過
ご
す
子
育
て
サ
ロ
ン

「
ニ
ツ
キ
ー
ス
マ
イ
ル
ク
ラ

ブ
」
を
実
施
。
ま
た
、
地
域

の
保
育
園
や
幼
稚
園
、

小

・
中
学
校
と
連
携
し
見
守
り
活
動
な
ど
も
行

っ
て

い
ま
す
。
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民生。児童委員協議会

民

生

委

員
で

す

旧
ル
土里
丞
普
貝

蝙



～地域の身近な相談相手～

民生委員・児童委員、主任児童委員け、

皆さんが住諄慣れた地域で安全に、書心じて生活が送れるよう、

それぞれの担当地域で様々な活動を行ってい春す。

民生委員 0児童委員こ措・・・

高齢者の訪間・見守り活動や、援助を必要とする人の相談に応じ、関係機関と連携

しながら、適切な福祉サービスにつなげるための調整などを行います。

また、すべての民生委員は、児童委員を兼ねることとなっており、子どもや子育て

に関する相談活動や、よりよい環境づくりに向けた取 り組みなど、関係機関とと

もに幅広い活動を行っています。

主任児童委員こ勝・・・

民生委員0児童委員の中から指名された委員で、児童虐待の防止や学校と連携した

支援など、子どもや子育てに関する相談・援助を専門に担当します

Q・ こういう相談に乗っτもら

えるの?
・福祉に関すること・…家族の介護、福祉

サービスの紹介など
。子育てに関すること。・・

子育ての悩み、子育てサークルヘの参
カロ児童虐待に関することなど

。生活。健康に関すること。・・
生活保護・生活福祉資金、健康。医療に
関する相談など

Q・相談内容勝秘密にし

てもらえるの?
民生委員・児童委員、主任児委

員には、秘密を守る義務が法で

定められていることから、個別
の相談や活動で知り得た個人
の秘密は守られます。

※次のような賓播措、
民生委員・児童委員、主任児童委員が行うここけでき春世た。
●経済的支援 (お金を貸す、食事を提供する、契約の保証人になるなど)
●継続 した日常的活動の代行 (買い物、ごみ捨て、送迎など)
●利害得失や係争等に関わること

*直持的な支援を行うここけてき審せんが、関係機関へつなくなこの支援を
させていただききす。
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